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【全市的な課題の解決】 
●基本的方針に関すること 

●教育委員会規則・その他教
育委員会の定める規定に関す
ること 

●教育予算に関する長への意
見の申し出に関すること 
●区役所所管課との連絡調整 
       

 

～地域で子どもの教育を～ 
 （仮称）区教育審議会の設置と区長の権限強化【概要】（案）  

 

【目的】 

区域の教育力向上に関する方
策について調査・審議 
 

【委員】３～５人（地域精通者、
学識・教育精通者、公募区民） 
 
【審議事項】 
 ●区域の子どもの安全・安心 
  ・通学路の安全確保 
  ・通学区域 
 ●区域の子どもの健全育成 
  ・いじめ・不登校・虐待・問   
   題行動等区域の教育課題 
 ●その他区域の教育力の向 
   上に関すること 
   

【区長の権限強化（体制強化）】 

区域の教育課題を解決し、区民
へのサービス向上につながる権
限を移譲 
 

通学路の安全確保、いじめ・不登
校・虐待の対応など審議会の答
申を実現できる権限 
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目的：地域全体で子どもの成長を支えるため、地域の声を生かし地域に根ざした教育を推進 
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